
令和 5年 第 5回水巻町議会 定例会 会議録 

 

令和 5年第 5回水巻町議会定例会第 1回継続会は、令和 5年 9月 6日 10時 00分、水

巻町議会議事堂に招集された。 

 

１．出席議員は次のとおり 

 

   1番  白 石 雄 二 

 

   2番  山 口 秀 信 

 

   3番  松 野 俊 子 

 

   4番  水ノ江 晴 敏 

 

   5番  亀 元 公 一 

 

   6番  廣 瀬   猛 

 

   7番  名 倉 亮 介 

 

 

 

   8番  岡 田 選 子 

 

    9番  井 手 幸 子 

 

   10番  中 山   恵 

 

   11番  古 賀 信 行 

 

   12番  近 藤 進 也 

 

   13番  住 吉 浩 徳 

 

   14番  髙 橋 惠 司 

 

 

２．欠席議員は次のとおり 

 

    

  



３．議場に出席した議会事務局の職員は次のとおり 

 

   局 長 ・ 山 田 美 穂 

 

   係 長 ・ 野 村 育 美 

 

   主 任 ・ 松 﨑   淳 

 

 

４．地方自治法第 121条の規定により、議場に出席したものは次のとおり 

 

町 長   美 浦 喜 明 

 

副 町 長   荒 巻 和 徳 

 

教 育 長   小 宮 順 一 

 

総 務 課 長   増 田 浩 司 

 

企 画 課 長   手 嶋 圭 吾 

 

財 政 課 長   蔵 元 竜 治 

 

住宅政策課長   古 川 弘 之 

 

税 務 課 長   土 岐 和 弘 

 

住 民 課 長   川 橋 京 美 

 

地域づくり課長   藤 田 恵 二 

子育て支援課長   吉 田   功 

 

福 祉 課 長    洞ノ上 浩 司 

 

健 康 課 長   植 田 英次郎 

 

建 設 課 長   北 村 賢 也 

 

 産業環境課長   大 黒 秀 一 

 

 下水道課長   岡 田 祐 司 

 

 会計管理者   寺 田 裕 彦 

 

 学校教育課長   佐 藤   治 

 

生涯学習課長   高 祖   睦 

 

 図書館・歴史資料館館長   服 部 達 也

５．会議付託事件は次のとおり 

 

   別紙のとおり 

  



 

 

 

 

令和 5 年 9 月 定例会 

（第 5回） 
 

第 1回継続会 

 

 

 

 

本会議 会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 9 月 6 日 

水 巻 町 議 会
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令和 5 年 第 5 回水巻町議会定例会 第 1 回継続会 会議録 

 

令 和 5 年 9 月 6 日 

午前 10 時 00 分開議 

 

議 長（白石雄二） 

出席 14名、定足数に達していますので、ただいまから令和 5年第 5回水巻町議会定例会第 1

回継続会を開きます。 

 

日程第 1 認定第 1号 / 日程第 2 認定第 2号 / 日程第 3 認定第 3号 / 日程第 4 認定

第 4号 

議 長（白石雄二） 

日程第 1、認定第 1号 令和 4年度水巻町一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第 2、

認定第 2号 令和 4年度水巻町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程

第 3、認定第 3号 令和 4年度水巻町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、及

び日程第 4、認定第 4号 令和 4年度水巻町公共下水道事業会計決算の認定についての 4案件を

一括議題といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。近藤議員。 

 

12番（近藤進也） 

日程第 1号から 4号までの決算について――。 

 

議 長（白石雄二） 

あ、すいません――。 

 

12番（近藤進也） 

いやいや、担当委員会って言うんでしょう。だから――。 

 

議 長（白石雄二） 

先日、全員協議会で確認したでしょう。だから質疑はですね――。 

 

12番（近藤進也） 

分かります。あのね、それは特別委員会で聞けばいいことですが、今から言うことは、監査

報告について言わせていただきます。 

この 1号から 4号について、監査をしたということで報告を受けていますので、それについ

てちょっとお尋ねしたいと思います。 

いかがですか。 
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議 長（白石雄二） 

それも、すいません、決算特別委員会の中で聞いてください。お願いします。 

はい、井手議員。 

 

9番（井手幸子） 

9番、井手幸子です。 

初めにですね、監査委員の意見書について、お尋ねをいたします。 

意見書の 17ページの、頃末南地区都市再生整備事業についてお尋ねをいたします。 

ここに意見として書かれているように、南口、広くなって利用しやすくなり、また、町民の

方も「利便性がよくなった」っていう評価はされていますが、この 18ページに、「町のイメー

ジアップにもつながった」というような表現がありますけど、具体的に、イメージアップって

いう具体的なことをお尋ねをしたいと思います。 

 

議 長（白石雄二） 

はい、加藤監査。 

 

監査委員（加藤博道） 

イメージアップにつきましては、最終的な評価をなさるのは、私ども監査委員でもなくて、

議員の皆様方でもなくて、執行部でもなくて、一般住民の方が最終的にはなされますよね。 

今までの古い南口と今の新しい南口を比べてみれば、当然のごとく、トイレが出来上がりま

したし、待合のベンチもきれいになったということ。美観的には非常によくなっていると、個

人的には思っています。 

そういうことがイメージアップにつながったんじゃないかなと、私は判断しているわけです。 

 

［ 「関連。」と発言する者あり。 ］ 

 

議 長（白石雄二） 

井手議員。 

 

9番（井手幸子） 

南口は本当おっしゃるとおりに、とてもすばらしいものができているんですけれど、私がち

ょっと申し上げたいのは、北口についてですね。 

北口のほとんどはＪＲの土地ですので、町がどうのこうのっていうのはほとんどできません

が、稲作発祥の地のレプリカと、町の案内板っていうのがあるんですけど、それができてから

一度も手を入れてなくってですね、私、何回か窓口のほうにも「あれ、ちょっときれいにして

ください」っていうようなことを要望をしてるんですけど、北口のイメージアップについては

いかがですか。 

 



- 3 - 

議 長（白石雄二） 

はい、加藤監査。 

 

監査委員（加藤博道） 

議員の御質問にお答えいたします。 

北口は議員おっしゃったとおり、あれはＪＲのものでございますので、町が独自に計画を立

てて、勝手に修復等、改善等は不能でございます。 

議員おっしゃったように、案内板につきましては、風雪にさらされて、今、非常に読みにく

い状態になっているのは事実ですね。 

ですから、そういうものに気がついたときは、町に御連絡して、町当局は、それを受けて早

急に改善するというのが常道じゃないかなと思います。 

以上です。 

 

議 長（白石雄二） 

質疑を終わります。 

 

［ 「今言ったことに対しての異論を言います。」と発言する者あり。 ］ 

 

いや、あなたは――。 

 

［ 「特別委員会は別です、決算は。今、監査の言った答弁に対して私はちょっと異議を申し

立てる。」と発言する者あり。 ］ 

 

決算特別委員会で言ってください。そういうことに決まったでしょう。 

 

［ 「いいや、それは違います。」と発言する者あり。 ］ 

 

 今は総務財政委員会のメンバーは――。 

 

［ 「担当委員会は委員会で言います。ね。これは、今、質問があって、それに答えたことに

対して――。」と発言する者あり。 ］ 

 

全員協議会で話をしたでしょ。決算特別委員会で言ってください。メンバーなんだから。 

 

［ 「あなたの言ってる意味は違う、それは。ね。」と発言する者あり。 ］ 

 

質疑を終わります。 
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［ 「議長、まだあります。」と発言する者あり。 ］ 

 

井手議員。 

 

9番（井手幸子） 

もう一つですね、監査の意見書について。 

これも 17ページになりますが、町税の収納率について、「過去最高の収納率」という表現が

ありますが、その表現の中に、「担当職員の不断の努力が数値に表れたもの」というふうに表現

されてますけれど、それはどんな努力をされてこられたんでしょうか。 

 

議 長（白石雄二） 

はい、加藤監査。 

 

監査委員（加藤博道） 

お答え申し上げます。 

私も税に関わる仕事を個人的にさせていただいておりますので、「賦課」と、それから「徴収」

という 2つの部門が、税務課にはございます。 

「賦課」は、当然のごとく法令に基づいて賦課していくわけでございますが、次の「徴収」

というのはですね、非常にこれ、手間暇かかります。これは市町村のみならず、国税も一緒で

ございまして、なぜかといいましたら、これは、延滞する方がいらっしゃるからですね。その

延滞を防ぐために、職員の皆様方が電話で勧奨したり訪問して勧奨したり、というのが、最終

的に徴収率の向上につながっているものと評価いたしました。 

 

議 長（白石雄二） 

いいですか。古賀議員。 

 

11番（古賀信行） 

認定 1号から 4号まで一括質問ということでしたけど、それぞれ質問していきます。 

認定第 1号、令和 4年度水巻町一般会計歳入歳出決算についてですね。これは、私、質問し

ます。 

令和 3年度よりもですね、令和 4年度は、一般会計の決算で約 2億円近く歳入が減っていま

すね。その最大の減った理由を教えていただきたいと思います。 

 

議 長（白石雄二） 

蔵元課長。 

 

財政課長（蔵元竜治） 

お答えいたします。 
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一般会計における決算の歳入につきましては、今、議員言われましたが、2億円ほどですね、

減となっております。 

それに伴って、歳出につきましても、2億円を超える歳出減となっております。 

当然、歳出が落ちたということで、歳入も落ちるわけでございますが、その一番大きな理由

は、国庫支出金ですね、国の様々な国庫補助金等、歳出に伴ってきますが、歳出が落ちたこと

によって、歳入が落ちたというのが一番大きな理由でございます。 

あと町の借入れですね。町債。こちらにつきましても、臨時財政対策債といわれる起債がご

ざいますが、そちらが 1億 6000万円ほど落ちております。 

こういったことが、歳入が落ちた大きな理由でございます。 

以上です。 

 

議 長（白石雄二） 

井手議員は 3回されていますから。 

 

［ 「2回ですよね。3回ですか。」と発言する者あり。 ］ 

 

3回されています。はい、ほかにありませんか。質疑を終わります。 

お諮りいたします。ただいま議題となっています、認定の 4案件については、7人の委員で構

成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

 

― 異 議 な し ― 

 

御異議なしと認めます。よって、認定第 1号、認定第 2号、認定第 3号、及び認定第 4号に

ついては、7人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決し

ました。 

お諮りします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、水巻町議

会委員会条例第 7条第 4項の規定によって、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

 

― 異 議 な し ― 

 

御異議なしと認めます。よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付しました名簿のと

おり、選任することに決しました。 

 

日程第 5 議案第 24号 / 日程第 6 議案第 25号 / 日程第 7 議案第 26号 

議 長（白石雄二） 

日程第 5、議案第 24号 高松町営住宅外部改善（18 号棟）工事の請負契約の締結について、
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日程第 6、議案第 25号 高松町営住宅外部改善（16号棟）工事の請負契約の締結について及び

日程第 7、議案第 26号 高松町営住宅外部改善（17号棟）工事の請負契約の締結についての 3

案件を一括議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。古賀議員。 

 

11番（古賀信行） 

私はこういう箱物について、いつも思うんですけど、塗装をするときに、民間の企業はです

ね、そういう調査設計を行うかどうかっていうことですね。 

それはもう大体、水巻町も一級建築士がおるんだから、大体この塗装面積ぐらいは計算でき

ると思うんです。 

だから、これぐらいはですね、なんぼぐらいでできるっていうですね、そういう外部に委託

しなくてもですね、できると思いますけど。そういう点、今後改善してほしいと思うんですけ

ど、その点どうですか。 

 

議 長（白石雄二） 

古川課長。 

 

住宅政策課長（古川弘之） 

古賀議員の御質問にお答えいたします。 

住宅政策課のほうに建築技師が配属されておりますけども、今回の工事についてはですね、

築 45年、高松の分は築 45年たっていますので、様々なところでですね、不具合とか老朽化が

進んでいます。 

そういったことでですね、やはり慎重に工事を進める必要がありますので、当然、一級建築

士も現場に行きながらですね、設計を委託してですね、慎重に工事を進めるためにですね、今

回も委託をした次第でございます。 

以上です。 

 

議 長（白石雄二） 

ほかにありませんか。質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第 24号、議案

第 25号及び議案第 26号については、総務財政委員会に付託いたします。 

 

日程第 8 議案第 27号 

議 長（白石雄二） 

日程第 8、議案第 27号 令和 5年度水巻町一般会計補正予算（第 3号）についてを議題とい

たします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。はい、井手議員。 

 

9番（井手幸子） 

補正 3号の歳出総務費について。マイナポイントの事業費ですね。これは、マイナポイント

の申込みが 5月から 9月に延期をされたというふうに説明を聞いたようにあるんですけど、ち
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ょっと私、理解ができないのが、最初、「あれ、これ専決かな」と思ったんですけど、もう 5月

から 9月に延期されたことによる補正っていうことで、その辺の関係が一つとですね、もう一

つが、このマイナポイントについては、もう今、国民的にですね、やっぱり保険証をなくさな

いでって、いろいろ問題点が多く、もう毎日のように出されていると思うんですけど、この町

内の医療現場において、そういうトラブル、医療機関でのトラブルですよね。 

一番私も、皆さんからお聞きするのは、資格の確認をする手続がなかなかうまくいかないっ

ていうお話も聞いております。 

町内の医療機関で、そういうトラブルの実態をつかんでおられるかどうかをお尋ねします。 

 

議 長（白石雄二） 

川橋課長。 

 

住民課長（川橋京美） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

まず、補正の、9月までの延長なのに、今頃補正なのかということだと思うんですけれども、

マイナンバーカードの関連事務委託として、1年間 2人体制で契約をしております。 

マイナポイントの期限が延長したことに伴いまして、窓口の混雑が予想される時期に、3名体

制となるように、現状の契約の中で、人数の調整を行っております。このままであれば、年度

の途中で予算が尽きてしまうため、補正をお願いするものです。 

それから、町内の医療機関でのトラブルについてですけれども、具体的には、個々に「保険

被保険者の方の資格が確認できないんだけれども」というお問合せですね。「国民健康保険と言

われてあるけれども、間違いないか」というふうな問合せのほうは数件伺っております。 

その場合、資格の連携がうまくいっていないのか、カードに不具合があるのか、そういった

ことを、それぞれ、保険者のほうで確認をしているところです。 

以上です。 

 

議 長（白石雄二） 

ほかにありませんか。質疑を終わります。 

ただいま議題となっています、議案第 27号 令和 5 年度水巻町一般会計補正予算（第 3号）

については、関係の各常任委員会に付託いたします。 

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、これをもって散会いたします。 

 

 

午前 10時 17分 散会 

 


